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第５回 佐波川の未来を考える学識懇談会 

日時：平成 25 年 7 月 11 日（木）9時 30 分～11 時 57 分 

場所：サンライフ防府 ２階 研修室１   

 

 

１．開  会 

○【A】 それでは、定刻となりましたので、ただいまより第５回佐波川の未来を考える

学識懇談会を開催いたします。 

 本日はお忙しい中、御出席いただきまして誠にありがとうございます。本日の進行を務

めます、山口河川国道事務所副所長の【A】と申します。よろしくお願いいたします。そ

れでは、座って進行させていただきます。 

 携帯電話をお持ちの方はマナーモードにするか、電源を切っていただきますよう御協力

をお願いします。 

 なお、本日の日程でございますが、議事次第にもありますように、閉会は１２時頃を予

定しております。よろしくお願いいたします。 

２．挨拶 

○【A】 開会に当たりまして、中国地方整備局河川部河川調査官の【B】より一言御挨拶

をさせていただきます。 

○【B】 皆さん、おはようございます。中国地方整備局の河川調査官の【B】と申します。 

 整備計画のいわゆる学識懇談会は、山口河川国道事務所主催ではなく一応、中国地方整

備局主催という形で開催させていただいていますので、冒頭、【C】所長もおられるので

すが、私の方から一言御挨拶を申し上げます。 

 今年の３月２１日ですけれども、第４回の佐波川の未来を考える学識懇談会を開いてい

ただきまして、その際に整備目標ですとか、あと整備内容の課題について御議論いただき

ました。特に、整備目標につきましては、下流側の区間は戦後最大の洪水であった昭和２

６年７月洪水、上流側の区間は戦後第２位の洪水であった昭和４７年７月洪水を、それら

がもし再発生したとしても、浸水被害が発生しないようにしていこうということを目標に

するということで御意見をいただいたところです。 

 今回は第５回の会議なので、少し間があいてしまって申しわけなかったですけれども、

本日は具体的な整備の本文の原案を作成しておりますので、その審議をお願いできればと
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思っております。 

 最近の災害は、この地域では平成２１年７月のいわゆるゲリラ豪雨で特別養護老人ホー

ムが被害を受けたことがありましたが、昨年のちょうど本当に今日ぐらいのタイミングで

九州北部豪雨があり、一昨年、近畿地方の紀伊半島で台風による大きな災害がありまして、

よく昔は異常な気象現象だということで、異常だ、異常だと言っていたようなことが、最

近は割と、それほどまれなことではなくて、日本全国で見れば、ああ、今年はここで起こ

ったかみたいな感じで発生しているというふうに感じております。 

 そういう意味で、今回の整備計画の議論に当たっても、洪水の流出をハードとして、施

設で抑えるというのは当然、一番大事なことだと思っていますが、それに加えて普段から

ハザードマップを使って周知することや、本当に雨が降ってきたときの情報伝達をどうす

るかというようなことも含めた総合的な対策を行い、少なくとも人災ゼロを目指していく

と、そういう適応策というものが大事になってきているというふうに思っております。 

 こういう関係も踏まえまして、本日、ぜひ、忌憚のない御意見をいただきまして、良い

計画ができますように祈念申し上げて、私の挨拶とさせていただきます。 

○【A】  それでは、続きまして、本日御出席いただいております委員の皆様の御紹介

でございますが、大変恐縮でございます、お手元に配付しております配席表、委員会名簿

をもって御紹介に変えさせていただきます。 

 なお、本日、【D 委員】、【E 委員】におかれましては、本日は御都合により御欠席と

の連絡をいただいております。よって、本日の委員会は７名のうち５名の出席をいただい

ており、佐波川の未来を考える学識懇談会規約第５条第２項により定足数を満たしている

ことを御報告申し上げます。 

 それでは、【F 委員長】、よろしくお願いいたします。 

３．議事 

○【F 委員長】  それでは、早速会議を始めさせて頂きます。 

 まず、議事１の佐波川水系整備計画策定スケジュールについて、事務局の方より説明を

お願いします。 

○【G】 私、山口河川国道事務所で河川管理課長をしております【G】といいます。よろ

しくお願いいたします。 

 それでは、今後のスケジュールにつきまして、こちらの前のスクリーンの方で御説明さ

せていただきたいと思います。 



－ 3 － 

 皆様のお手元にありますＡ３の縦のスケジュール表と同じものでございますが、ちょっ

と字が小さくて申しわけありませんが、この下のところに赤字で書いております、皆様の

ペーパーのちょうど中段のあたりだと思います。ここに赤字で書いておりますのが、本日

７月１１日の第５回の懇談会ということでございます。前回の懇談会のときに、この整備

計画で目標とする計画の洪水規模、これを御了解いただきまして、本日はその計画を、規

模に対して安全に洪水を流すための川づくりをするにはどうしたら良いかという具体的な

内容を示した原案の説明がメインになります。 

 本日の原案について御了解いただきましたら、その次に今度は住民の皆様からの意見募

集を行う手続に入りたいと思います。原案が御了解いただけましたらこれを公開いたしま

して、今度は住民の方に対して説明会や、アンケート募集、これについてまた後ほど御説

明をさせていただきたいと思いますが、こういった意見募集を行いまして、この意見を元

にまた原案の方へその内容を反映させていただくということで、その意見募集集約、それ

から原案を反映した段階でまた次の懇談会、これは大体１０月頃を予定しておりますが、

この頃にまた御審議をいただきたいというように考えております。 

 この時点で皆様の御了解を得られましたら、今度は案という形になりますが、整備計画

案、これを公表させていただき、また関係機関との協議ということで、県知事さんとの協

議、県知事さんと関係市さんとの協議というような手続を踏まえまして、最終的に整備計

画を年末頃に策定できればというように考えております。これが大まかなスケジュールで

ございます。 

 説明は以上です。 

○【F 委員長】  ありがとうございました。 

 何か各委員の先生方の方でお気づきになった点がありましたら、御意見をお願いいたし

ます。いかがでしょうか。 

○【H 委員】  ちょっと質問ですけれど、整備計画の原案を一読したとき、河川そのも

のについては十分書いてあると思いますけれど、例えば、利水のところについて、川から

水を引いてきたところについては余り詳しく書いていないです。といいますのは川から水

を引いているその辺は山口県では１、２位を争う平野となっています。昔から佐波川の恩

恵を受けています。だからその辺の歴史とか沿革あたりは少し書いた方が、防府の市民が

非常に佐波川については誇りを持っているわけですね。そうすると、どのように恩恵を与

えてきたかを具体的に書いたら分かりやすいのではないかと思っております。そのような
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例は例えば他の例でいいますと、物部川でありますとそこでは野中兼山がそこから水路を

引いてきて、それで高知の平野のもとを築いていますね。今では高知県一の平野、農業地

帯となっています。確かに防府は山口県で一番大きな平野ではないかと。それについて余

り川の貢献が詳しく書いていないということを言っているわけであります。 

○【F 委員長】  ありがとうございます。 

 今の御意見は恐らく佐波川が昔から地域の住民のために広く使われてきたというような

ことを書くべきではという御意見だったと思います。今、整備計画（原案）の方では、一

番冒頭の方に少しだけ流域の概要というようなことで、地形的なものや気候風土を書かせ

ていただいているのですが、古くは源流の方には東大寺の再建のための杣山としての山が

あって、そこから木を切り出すときに関水というものをつくったりして運び出していた、

そういうものに使われていたというような記述がございますけれども、もっと歴史的なも

のを書くべきだとそういうような御意見でよろしいでしょうか。 

○【H 委員】  そこの平野のもとですね、塩田が開かれた理由、それから水田が開かれ

たところ、その辺をもうちょっと詳しく。他の河川ですと例えば、先ほど出てきました野

中兼山といった偉い土木技術者がいます。ところがここでは毛利藩とか、それから個人的

に篤農家が行ったとか、あるいはお寺あたりが行ったとかいろいろ、特に傑出した人はい

なかったかもしれませんけれどいろいろ行ってきたわけです。そういうことをその地域な

りの特徴を書いた方が良いと思います。というのは、皆さんが佐波川について誇りを持っ

ておられるので、誰がどのようにしてそこを開発してきたのか、そこの防府の今住んでい

る土地がどのようにしてできたか、そういうことももうちょっと詳しく書いてほしいです。 

○【F 委員長】  いわゆるもう少し市民が親しめるようなことを加えてほしいというこ

とですね。もう少し具体的にという感じですね。これは付加する余地があればそういった

方向でお考えいただいたらと思うのですが、いかがでしょうか。 

○【I 委員】  原案の１５ページの水利用のところをもう少し詳しく書いたらという意

味ではないでしょうか。原案の１５ページにありますよね、そこを詳しく書けば今、おっ

しゃる趣旨に合致するのではないですか。 

○【F 委員長】  そんなことでよろしいでしょうか。 

○【A】 事務局より、原案については議事次第にありますように、資料３ということで

また詳しく説明させていただいて、その中で過不足があるというお話であれば、また先生

の方と相談させてもらいますけれど、今回、今はスケジュールのことなのでよろしくお願
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いいたします。 

（★原案の 15 ページに防府平野についての文章を記載しています。） 

○【F 委員長】  それでは、次に議事２の第４回佐波川未来を考える学識懇談会の意見

とその対応について、事務局より説明を求めます。 

○【G】  それでは引き続き、資料２の方の説明に移らせていただきます。 

 前回の懇談会のときに、住民へのアンケート調査が、平成１９年と２３年に行われてお

ります、こういったアンケート調査による意識の変化の内容等をお示しさせていただいて、

そこでの意見も幾つかいただいております。それについての今回の原案本文への対応の状

況について御説明させていただきます。 

 まず、前回のときにいただいた御意見ですけれども、【E 委員】の方から、平成２３年

度のアンケートでは維持管理に関する要望が増えているということで、これに対しては、

土砂撤去などが入っているのでしょうかということで、この下のところに赤枠があります

けれども、この下のグラフが平成１９年のアンケート結果、上のグラフが平成２３年のア

ンケート結果で、この維持管理についてというところが、平成２３年は要望が随分増えて

いるということでございます。 

 それについては、今回は整備計画（原案）の中では、維持管理の実施に関する事項とい

うところに反映させていただいています。具体的には高水敷の除草や伐採ということにつ

きましては、河川の維持管理上の必要性からということにはなるのですが、そういった維

持管理に支障がないように必要に応じて適切に除草や伐採を行っていく、ということです。 

 それからごみ問題につきましては、不法投棄というようなことが、以前からあるわけで

すけれども、そういう不法投棄を発見した場合には行為者への指導ですとか、あるいはそ

のごみの回収、それからごみマップというものをホームページにより公表しています。こ

ういったごみマップでもって住民の方への意識啓発、それからあとは河川巡視やＣＣＴＶ

カメラによっての通常の監視というものを行っております、ということでございます。 

 続きまして、アンケートの中で自由意見というものがたくさんあったのですが、例えば、

洪水に対する安全性がとても安全とか、まあまあ安全という比較があったのですが、この

比較の仕方が、前回はパーセントだけの表示になっていたのですが、分母の数字が違うの

でパーセントだけの表示だと分かりにくいということで、これについては回答数、数の方

の表記もさせていただいたということで修正いたしました。これについては我々の事務所

のホームページの方で公表します資料の方にこの修正案を掲載させていただこうと思って



－ 6 － 

おります。 

 それから次に、佐波川の水利用の９割以上は農業用水に使われているということで、そ

れ以外、観光のために使っているかどうかということ、あるいは小学生などから親しみを

持ってもらうため環境学習をしてはどうかというような御意見をいただきました。水利用

については、取水件数として百九十数件のうち、ほぼ１８０件以上が農業用水の需要とい

うことでほとんど農業用水です。観光のために使われているかどうかということなのです

が、水面を利用したイベントというのは、唯一、中流部の小野水辺の楽校というところで、

子供の日に合わせて鯉のぼりを川の中に泳がせるというようなものが一つあるのですが、

それ以外には水面利用というものはほとんど無いという状況です。あと環境学習の場とし

ては、整備計画（原案）の中に小野水辺の楽校という箇所が既にあるのですが、それ以外

に特に下流の防府市の新橋や、上流の徳地の堀、こういったところに新たな水辺空間とい

うものの創出を考えておりまして、こういったところを利用して市民の方が水に親しめる、

あるいは環境学習の場として使っていただくということを考えております。 

 それから、支川処理についてはどうかということでございますけれども、佐波川には上

流部の方で昔、霞堤という形で、堤防の一部を切った状態にして洪水を一時的に堤防の裏

側に移すというような格好で整備されたところがあります。そういったところが開口部で、

支川処理というのは開口部の処理になるのですが、ここの処理の方法については堤防で締

め切って樋門をつくる方法、又は、支川の両側に本川の堤防の高さと同じ高さの堤防を作

っていく方法、そういった方法があるのですが、それについては原案の方でそういう方法

が幾つか考えられるものの、支川の管理者あるいは地元の方と協議を行いながら、その場、

その場での対応を今後、考えていきますということを書かせていただいております。 

 次に、断面が不足していることに対して、川の器、洪水を流すために川の器が不足して

いることに対して、掘削や伐採、堰改築が必要かということになるのですが、これについ

ても堤防が必要なところについては、高さと幅を確保するような整備を行い、また洪水を

流すための器が不足しているところについては、十分な断面を確保するための樹木伐採、

それから掘削、あるいは固定堰の改築というようなものを実施させていただくということ

で書かせていただいております。 

 あと、津波に対する防備はどうなるのかという御質問もございました。津波に関しまし

ても今現在、山口県さんの方で実際に巨大地震が発生したときにこのあたりにどれくらい

の津波が押し寄せてくるのかということは、かなり検討されているところでございますけ
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れども、そういった検討結果を受けて、地震、津波対応について今後、検討を進めていく

必要があるということで、これも治水に関する対応の中で書かせていただいております。 

 こちらの方は、国管理区間と徳地から奥、上流側の県の管理区間との整合性はどうなっ

ているかという御質問でございましたけれども、これについては、この整備計画のもう一

つ上の段階の長期的な整備目標を定める河川整備基本方針というものがございまして、そ

の基本方針の中で流域全体として整備の目標を定めております。それは佐波川の上流から

下流まで全部ということです。その中で、今回は整備計画ということで当面の整備内容を

示す、実施内容を示すというものになるのですが、基本方針に基づいた整備ということで、

流域全体で目標を定めている中の位置付けということになりますので、一応その点では上

下流の整合はとれている、ということでございます。ただ、今回の整備計画（原案）とい

うのは、国管理区間の中だけの話にはなりますけれども、国管理区間の中だけにつきまし

ても、上流の徳地の方と下流の防府の方で整備水準が逆転したりしないように順次整備を

行っていくように考えております。 

 こちらの河川内の樹木ですけれども、樹林の問題は流木が橋に引っ掛かる、それによっ

て被害が発生することや、そういった流木対策は必要であればやるべきではないかという

ことで、こちらはごもっともな御意見でございまして、流木は河川内に樹林という形であ

ればそれだけで流れの阻害になる、あるいはそれが洪水によって流木化すると下流の堰、

橋に引っ掛かって悪い影響を及ぼすということになりますので、それについては、維持管

理に関する対応方針の中で、図のこの部分に赤で囲っておりますけれども、河川管理上の

支障とならないように、生物の生息、あるいは鳥類の生息・生育に配慮しながら計画的に

伐採を行う、ということで書かせていただいております。 

 それから、こちらは水量の話ですけれども、水が潤沢にあるように思うけれども、利水

の目標はどのように設定しているのかということでございます。こちらにつきましては、

農業用あるいは上水、工業用水、それから生物の生息・生育に必要な水量、そういうもの

が確保できるように新橋地点、下流になるのですが、そこの地点でもって必要確保するた

めの水量というものを決めております。そこでは１月から５月についてはおおむね毎秒１．

５トンの水量、６月から１２月についてはおおむね毎秒２．５トンの水量を確保すること

でそういった水道、水の利用、それから生物の生息・生育に必要な水量を確保するという

ことを考えております。 

 こちらは、河川管理施設、樋門などの老朽化対策を優先的に早くやるべきではないかと
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いう御意見をいただきました。これについては、維持管理の対応方針の中で、樋門やダム

を含めた河川管理施設、こういったものが普段から十分に機能が発揮できるように、平常

時は目視点検による施設の損傷があるか無いかというようなものを常に見ております。ま

た、ゲートとか電気設備、こういったものにつきましても点検を行っておりまして、それ

によって機能が低下する恐れがあるという場合には適宜補修を行っているということでご

ざいます。佐波川の特に下流部の方は、築後６０年以上経過しているような施設もありま

すので、そういったものについては今後、早めの対応を行って、施設の長寿命化といいま

しょうか、それを行うことで更新コストの平準化を図る必要が今後もあると考えておりま

す。 

 それから、渇水に関する記述でございますけれども、以前お示しした資料では６０年ぐ

らいの統計値で見ると、佐波川の利水に関する安全度は１５分の１、１５年に１回ぐらい

は渇水になりますというようなデータを示させていただいたのですが、最近は特に渇水傾

向が強いのではないかというような御意見がございまして、確かに、近年１０カ年ぐらい

で見ますと５分の１ぐらいの安全率しかないというような結果にもなっております。渇水

に対しての対応につきましては、整備計画の原案の中では、水利用の課題というところで、

ダムができた後も、昭和５７年ですとか、平成６年、平成１９年、平成２２年にも渇水が

発生しておりますので、こういった渇水が発生するときには調整会議を開いて、その中で

水利用の調整を行う、あるいは住民の方へ節水を呼びかけるというようなことで対応を行

っている、ということをここに書かせていただいております。 

 それからこちらの方は、堰自体が流下能力を阻害しているということに留意することと

いうことで、こちらは前回の記述では、堰による土砂堆積によって流下能力阻害を起こし

ているというような記述になっていたのですが、今回は堰そのものも流下能力の阻害にな

っているということで、こちら、水利の対応の中で１７ページになりますけれども、固定

堰による堰上げ、土砂堆積のみならず固定堰による堰上げによる流下能力の不足というよ

うなことで、堰そのものも流下能力阻害になっている、というように文章を修正させてい

ただいております。 

 それから、こちらは堰の上下流のモニタリングというのはどういったことを考えている

のかということですが、佐波川では固定堰はたくさんありまして、将来的に改築する必要

のある固定堰もあります。既に平成１９年に改築した堰もございますので、その堰につい

て現在は、上下流について洪水前後の河床の変動状況、あるいは河床材料の変化を把握し
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たモニタリングというようなものを行っておりますけれども、こういったモニタリングを

継続して行うことで今後、堰を改築する際の検討資料に使っていきたい、というような書

き方にしております。 

○【F 委員長】  ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

 それでは、前回の第４回佐波川の未来を考える学識懇談会での意見を原案に反映した内

容を説明していただきました。何か各委員の先生方の方でお気づきになった点がありまし

たら、御意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。 

 先生方、何か御意見をお願いします、ございましたら。御発言のあった内容について十

分な修正がなされているかどうか、御確認いただければと思います。 

○【J 委員】  実際の整備計画で出てくるのでしょうけれど、河道内樹林対策のところ

で、河川管理上の支障とならないように、生物の繁殖期等を考慮して計画的に伐開を行い

ます。この部分なのですけれど、もし可能ならば水産上というか。 

○【F 委員長】  何ページでしょうか。 

○【J 委員】  １３ページ、本文でいうと５６ページになるのかな。 

 河川漁業上、カワウがこの頃増え過ぎて問題になっていまして、カワウの管理あるいは

駆除ということが全内漁連で話題になっていまして、動植物、生物の繁殖期等を考慮し計

画的に伐開を行いますというところに、もし加えられるならば、特にカワウのねぐら、あ

るいは繁殖地になっているようなものは優先的に伐採するみたいなことが加えられれば水

産上もいいのかなと思ったりするのですが。多分、佐波川でもカワウはかなり増えている

のだろうと思うのです。 

○【G】  漁協さんの話によると、最近カワウが増えてたくさん被害に遭っているとい

うことで、漁協さんでは、佐波川ではそういった鳥の対策のために、透明のテグスという

か、ああいうものをずっと横断的に張りめぐらせて、鳥対策をやられているところが結構

あります。それぐらい鳥による食害が多いのだろうというようには思っています。 

○【J 委員】  そうですね。だから、組合レベルだとさすがに伐採というわけにはいか

ないので、もしそういうことも河川の安全管理という意味の上に加えて、もしカワウのね

ぐら、あるいは繁殖地になるようなところは優先的に切ってしまうということをすると、

追っ払うだけではなくて、カワウの対策にはなるのかなと思ったものですから。 

○【G】  カワウの生息状況みたいなものをまた有識者の方にもお聞きして、把握でき

たらそういったところについてもできるということで考えたいと思います。 
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○【J 委員】  よろしくお願いします。 

○【A】 水辺の調査で鳥類の調査もやっておりますので、現在、直轄管理区間を見渡す

限り、コロニーみたいなものは確認されていないのですけれど、佐波川ダムの上流にはあ

るのですが、そのようなものが発見されればまた相談させていただきます。また記載につ

いては、ここについてはまた委員長か先生と相談し、記載させていただくように考えたい

と思います。 

（★原案の 56 ページの「動植物の生息・生育・繁殖環境の保全」に記載しています。） 

○【F 委員長】  今日はこれに関連して新橋のところを渡ってくるときに、結構、樹林

がまた繁茂しているなという感じを受けました。ありがとうございました。 

 他に何かございますか。 

 それでは、ございませんようでしたら、続きまして、議事３の佐波川水系河川整備計画

（原案）について、事務局より説明をお願いします。 

○【G】  それでは、続きまして、資料３の説明の方に移らせていただきます。 

 皆様のお手元の方に、今、スクリーンの方に出ております１枚もののＡ３の横のペーパ

ーがあると思います。これは、整備計画（原案）の中身の構成を示しております。整備計

画（原案）の最初の第１章のところには、整備の基本的な考え方ということで、こちらの

方、計画の趣旨や、基本理念、計画の対象区間や、対象期間、そういったものが前段の方

に書いてございます。 

 それから、第２章については、河川の概要や流域の概要、それから洪水あるいは河川事

業の経緯、そういったものが書いております。 

 １６ページぐらいからが第３章になるのですけれども、第３章以降が現状と課題、今後

の実施内容を書いております。まずは第３章で佐波川の現状と課題、この現状と課題につ

きましては、治水に関する現状と課題、利水に関する現状と課題、環境に関する現状と課

題、維持管理に関する現状と課題、この４項目についての現状と課題を書かせていただい

ております。 

 次に、第４章ではその現状と課題に対する整備の目標をそれぞれ治水、利水、環境、維

持管理について書かせていただいております。 

 最後、第５章は、目標に対して、今度は実際に実施する内容がそれぞれ治水、利水、環

境それから維持管理、それから第６章が最後、この右下の方になるのですけれども、その

他の整備を統合的に行うために必要な事項というところで、調査、設計、観測、水利用に
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関する施策、そういったものが書いてございます。 

 ただ、これですと課題と目標と実施がそれぞれ全部治水、利水、環境、維持管理という

ことで順番になっていませんので、今からの説明は順番を変えさせていただいて、まずは、

治水に対する課題と目標、それから実施内容、こういう横の流れの順番で説明させていた

だき、その次に今度は利水に関する課題と目標と実施内容、環境についても同じようにこ

ういう流れで御説明をさせていただきたいと思います。 

 これでまず実施内容の前は計画の内容、今回の整備計画ではおおむね３０年ぐらいで実

施する河川整備の目標、それから実施の内容、維持管理の内容を示すものです。この河川

整備計画を策定するに当たって、３つの理念すなわち、治水と利水と環境に関する理念を

柱として整備計画を定めさせていただいていますということで、まず、治水面では安全・

安心の暮らしを守る、利水面では地域に潤いを与え、暮らしを支える、また環境面では川

の流れが生み出す良好な環境及び景観を次世代に引き継ぐ、こういった理念のもとに整備

計画をつくらせていただきますということでございます。 

 それでは、今から治水に関する事項の御説明をさせていただきます。 

 まず、現状と課題ということでございます。 

 ここでは、佐波川を下流区間、上流区間の２つの区間に分けて御説明させていただきま

す。下流区間といいますのは、河口から大体１２キロ程度、防府市街地の上流の方に上右

田堰という堰があるのですが、そのあたりまで、この下の写真でいいますと赤い枠で囲っ

たこのあたり、これが下流区間、そして上のこちらの青い枠で囲ったこのあたりが上流区

間ということになります。 

 佐波川の下流区間は防府平野が広がっておりまして、人口、資産が集中する市街地を抱

えています。一方、上流の方の区間は山間を蛇行して川が流れる急峻な山地部分というこ

とになっております。上流区間については、支川の合流部については遊水効果を持つ霞堤

というものが従来からありまして、そこが開口部となって残っているということです。 

 佐波川には固定堰が大変たくさんありまして、１４基まで固定堰があるのですけれども、

特に上流区間については、ほぼ１キロに１カ所の割合で堰が並んでいるという状況でござ

います。こういったことから、洪水が発生いたしますと、固定堰や橋梁に起因する堰上げ、

土砂の堆積、河道内の樹木によって水位が上昇して被害が発生するということが考えられ

ます。 

 現在の堤防の整備状況でございますけれども、こちらの右に表がございます。この横軸



－ 12 － 

が河口からの距離、左側が河口になります。こちらが徳地の上流となります。縦軸が流下

能力と書いていますけれども、要は洪水を流せる水量を示しております。ここにネズミ色

の棒グラフがありますけれども、これは地点毎に洪水を安全に流せる水量を表しておりま

す。ここに点線が３つあります。黒い点線は長期的な整備の目標とする洪水を流す量、こ

の下流の方では２，９００トンになりますけれども、その下の青い点線でいきますと、こ

れが戦後最大の規模の昭和２６年洪水規模の水量ということになります。整備計画では下

流部ではこの青い点線の洪水を安全に流す川づくり、上流部については、この赤い点線に

なりますけれども、これは昭和４７年７月洪水規模の流量を示したものになりますけれど

も、上流部についてはこれを安全に流すための川づくりを行うということでございます。

これを見ていただきますと、黒い点線に比べますと、ほぼ全線区間でネズミ色の棒グラフ

が届いていない、ここまで上がっていないという、こういう白いすき間があるということ

は、これは洪水が流せない部分ということになります。青い、戦後最大規模の洪水に対し

ましても、下流部は大体流せるようにはなっているのですけれども、８キロぐらいから上

流についてはほとんどの区間で洪水を安全に流すことができないという状況、また戦後第

２の赤い点線の洪水に対しましても、中流から上流にかけて、このあたり、先ほど言いま

した上流区間ということになるのですけれども、このあたりについては安全に流せない区

間が残っているという状況でございます。 

 こちらの方は、先ほど流下能力という観点から堤防の整備状況ということで見ていただ

きましたけれども、実際の堤防が今どれくらいできているかということを表しております

が、この右側の円グラフを見ていただきますと、佐波川で必要な堤防の延長が大体４５．

７７キロあるのですけれども、実際今、ちゃんとできている堤防というのは７割弱、３０．

９キロぐらいができていると。残り３割のうち１６％ぐらいが完全な形ではないけれど、

ある程度堤防のようなものがあるというのが１６％、最後の残り１６％というのがまだ堤

防が整備されていない未整備区間というような状況でございます。 

 これが堤防の整備状況なのですけれども、堤防ができていても、築造された年代が古い

堤防については洪水時に堤防の裏側で漏水が発生して堤防の崩壊につながる、浸透に対す

る安全性が低いというようなところがまだまだございます。その浸透に対する安全性の低

いところというのは、この右側の表３－１－１になるのですが、大体、堤防の強度が不足

する区間ということになるのですが、これが８．４キロぐらい残っています。この下の絵

でいきますと赤い線が所々にありますけれども、こういったところで浸透に対して堤防の
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安全性が確保されていないところが残っているということでございます。また、地震に対

しても、堤防の安全性が確保されるかどうかということもあるのですが、これにつきまし

ては、今後、地震に対する安全性の調査を行いまして、安全性が確保されない区間につい

ては地震対策が必要になってくるかと思います。 

 こちらの支川合流点ということで現状でございます。この右側の写真は平成２１年の洪

水のときの、佐波川の下流の方の甲久保川という川があるのですが、ちょうどここの堤防

が上流側と下流側にあって、この間で堤防に切れ目があります。そこへ支川の甲久保川が

流れこんでいるということなのですけれども、洪水によって逆流が発生して浸水被害が起

こってくるという状況です。こういったところが佐波川には下流から上流までまだ幾つも

残っているというようなことでございます。 

 こちらの方は、既設ダムの洪水調節効果ということで、洪水に対しては堤防で洪水を防

ぐということと、あとは上流のダムで水をためて洪水を防ぐということがあるのですが、

佐波川流域には佐波川ダムと島地川ダム、この２つのダムが現在ございます。この２つの

ダムで洪水調節を行っているのですが、この２ダムだけでは将来目標としております新橋

地点で２，９００トンという水量になるのですけれども、ここまで洪水を低減させること

がまだできません。ということで今後、計画規模の洪水を安全に流すためには、こういっ

たダムのさらなる有効利用を含めた洪水調節、施設の必要性についても調査検討を行うこ

とが大事になるというように思います。 

 今度は、今まで現状と課題について御説明させていただきました課題に対する整備の目

標についてでございます。今後の整備の目標につきましては、段階的な整備を行って、洪

水による浸水被害の防止、軽減を図ります、ということでございます。また、下流区間に

ついては、戦後最大洪水である昭和２６年７月洪水規模の洪水が再び発生しても浸水被害

の防止をいたします。また上流区間につきましては、戦後第２位の昭和４７年７月洪水規

模の洪水が再び発生しても家屋の浸水被害の発生を防止するということを目標にいたしま

す。 

 治水の実施に対する整備の手順でございますけれども、佐波川を大きく５つの区間に分

けまして、順次整備を行っていこうと考えております。今、佐波川では中流の奈美という

ところで改修を行っているのですが、この奈美箇所という箇所は上流Ⅰ区間に該当いたし

ます。これは今もう既に整備を行っているところですので、これは継続して行うというこ

とでございます。それに歩調を合わせまして、今度下流、奈美箇所より下流、佐波川の河
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口から奈美箇所までの間、こういった下流のⅠ、Ⅱ区間についても、この上流で堤防整備

されると下流を流れる洪水の量が増えますので、下流についても上流Ⅰ区間と歩調を合わ

せて、さっきのような開口部を締め切るとか、河床を掘削する、そういったような対応を

行わせていただくというように考えております。 

 これらが終わりますと、今度は上流Ⅱ区間ということになるのですが、こちらの方は奈

美箇所から上流、島地川の合流点ぐらいまでの区間になりますけれども、そこまでの区間

について順次堤防、それから河川の中の掘削工事を行ってまいります。 

 それが終わりますと、今度は最上流部の上流Ⅲ区間というところになるのですが、堤防

整備を行っていくというような順番で整備を行っていくものと考えております。 

 こちらの方が具体的な実施の箇所になります。先ほど言いました、もう既に実施中のと

ころはこの上流Ⅰ区間の整備箇所⑤というところなのですが、この辺を今もう既に実施し

ております。これに歩調を合わせて、下流が整備されると下流を流れていく洪水量が増え

るということで、この下流のⅠ区間、下流のⅡ区間、これらの整備を行いまして、下流の

Ⅰ、Ⅱ、上流のⅠ区間の整備が終わった段階で今度は順次上に上がっていくというような

順番で行っていきます。その順番で行っていくのですが、あとは浸透対策ですとか、耐震

対策、これらについても安全性の評価を行って、順次整備を行うというように考えており

ます。 

 それから、あと支川処理でございますけれども、先ほどのような開口部の部分は、洪水

時に本川からの水が逆流して浸水被害が発生するという懸念がありますので、そこの処理

の方針については地元の住民の方や、関係機関と協議を行いまして、どういう締め切り方、

あるいは処理の仕方をするかということを今後、検討してまいります。 

 地震、津波対策については、先ほどから御説明させていただいておりますように、地震、

津波によって浸水被害が起こる可能性もありますので、これについては、今、県で検討さ

れております内容を今度、計画の方に反映させていくということを考えております。 

 治水に関する説明は以上でございます。 

 ここで、本日欠席されております委員の方からの事前の意見をいただいておりますので、

その御紹介をさせていただきます。 

○【K】  河川管理課の【K】と申します。 

 本日、欠席委員の方から事前に河川整備計画（原案）に対する意見をいただきましたの

で、この対応について御説明させていただきます。 
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 今回、【G】から御説明のありました、治水に関しましては、【D 委員】より次のとお

り意見をいただきました。お手元のＡ３用紙で欠席委員の佐波川河川整備計画（原案）に

対する意見とその対応についての資料をごらんいただきたいと思います。それとともに原

案の４８ページ、これを見ていただきたいと思います。 

 【D 委員】よりは、固定堰の対応を実施する際には、堰周辺の地下水に影響が出ないよ

うに配慮してほしいという意見をいただいております。それに対して、回答としましては、

固定堰の対応時には、周辺地下水の影響について調査、把握して、適切に対応しますと回

答いたしまして、原案の４８ページの８行目から、河道掘削に伴いまして、改築が必要と

なる固定堰については施設管理者と協議、調整を図り、対応を行います。また、対応時は、

周辺地下水への影響について把握し適切に対処しますというように本文へ対応させていた

だいております。これが治水に対しての意見とその対応についてです。 

 以上、報告をさせていただきました。 

○【G】  それでは、御意見の方がございましたら、よろしくお願いいたします。 

○【F 委員長】  今の御説明につきまして、御意見等ございましたらお願いします。 

 ちょっと私の方から、表記をきちんとした方が良いと思いまして、例えば４３ページの

ところですね、赤字のところ、堤防の高さや幅、幅というのは河川の幅ですね。 

○【G】  いえ、堤防の幅です。 

○【F 委員長】  堤防の幅、そうですか。分かりました。 

 キーワードとして何か流水断面積という言葉がどこか欲しいなという気がしましたので、

治水についてはこれがポイントになりますので、何か反映できるところがあればお願いし

たいと思います。 

○【G】  今、流下能力というような表現をさせていただいているのですが、それを今、

言われたようなことを併記するとか、そんな形でしょうか。 

○【F 委員長】  流下能力、この言葉を多くの人を対象にすると書き方が難しいと思う

のですけれど。これは後でまた協議させていただきたいと思います。 

○【G】  分かりました。 

（★原案において、流下能力（洪水を安全に流せる流量：河道の断面積で決まる）と記載

しています。） 

○【F 委員長】  他にございませんでしょうか。 

○【I 委員】  今、この話が出たので、４２ページの整備手順表５－１－１の整備手順、
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整備計画期間というものが、これをもうちょっと具体的に書けないのですか。何年から何

年間とか。期間という言葉の説明がどこにも無いです。だから既に始まっているものもあ

るのでしょう。終わっているものもあるのでしょう。 

○【G】  今、実施中のものもあります。 

○【I 委員】  ありますよね。そうすると、平成何年から始まって目標が何年までぐら

いだとか、書くとまずいのですか。 

○【G】  なるほど、そうですね。 

○【I 委員】  そうしてしまうと、全部将来のように見えてしまいます。 

○【G】  一番冒頭でおおむね３０年ということで期間の表示はさせていただいている

のですけれども。 

○【I 委員】  いつから始まって３０年なのですか。この計画ができてからですか。 

○【G】  この計画策定から３０年ということです。 

○【I 委員】  しかし、既に一部は実施されているのでしょう。 

○【G】  もう動いているところもあります。 

○【I 委員】  表現を何か変える方法がないでしょうか。 

○【L 委員】  ここに括弧を入れて、何年から何年とあれば。 

○【G】  ここにですか。 

○【F 委員長】  最初と最後だけを書くだけでも。 

○【I 委員】  それだけでも意味があると思うのです。 

○【L 委員】  これは確かにいつだったかなという、非常に分かりにくいです。余りに

抽象過ぎます。 

○【I 委員】  何か無責任な気がします。 

○【F 委員長】  余り厳密にならないように、それなりに定量的な時期を入れていただ

くのはいいかもしれないですけれど。 

○【I 委員】  あるいは既に整備中のものもありますという文言を中に入れるのはどう

でしょうか。 

○【G】  そうですね。このあたりも継続整備中といった、そういう表現でしょうね。 

○【I 委員】  具体的なものがあった方が良いですね。 

○【F 委員長】  これは具体的な表記を検討していただくということでよろしいですか。 

○【G】  そうですね。何か分かりやすくなるような表現をまた考えさせていただきた
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いと思います。 

（★原案の 42 ページの整備手順に期間について記載しています。） 

○【F 委員長】  では、この辺はこれでよろしいですか。 

 それでは、【H 委員】、どうぞ。 

○【H 委員】  先ほどの固定堰とそれから可動堰について意見を述べます。申し上げま

すけれど、もちろん固定堰から可動堰に変わって、水利上の不便が生じないのが前提条件

であると思います。地下水とか全て水利上の不便は生じないですね。 

 それから、固定堰は石を積んだり、コンクリートをちょっと固めたりして、非常に簡単

に安くできているのです。だから安かったのです。ところが可動堰になりますと、動かさ

なければならないため維持管理が要ります。今まで石を置いただけで、コンクリートを打

設しただけだったら、ほとんど維持管理が無かったのです。そうすると今度はそこで可動

堰になりますと、それをまず動かさなければならないのです。 

 それから、材質は何か知りませんけれど、もし鉄であれば、錆びないように塗らなけれ

ばならないし、あるいは錆びない材質を使ったらこれだけ高くなる。例えば、ステンレス

を使ったら高くなります。 

 そうするともちろん水位が調節できて、固定堰に無かったようにはるかに便利になるこ

とは分かります。水位が非常にコントロールできますから。そういう良いところがありま

すけれど、農家の負担が増えるのではないかと私は心配しています。これは佐波川だけの

問題ではないと思います。他の川にも共通することではないでしょうか。だから、こんな

ところで言っても余り意味がないことかもしれません。その辺を、私は農家から聞いたわ

けではないですが、私が心配しているだけのことです。もちろん今、言いましたように、

格段に便利になります。それから水位のコントロールもできて非常に良くなると思います。

しかし、心配しているのは農家への負担が増えないだろうかということです。 

 以上でございます。 

○【G】  委員がおっしゃられるとおり、可動化すれば水位調節ということは可能にな

るのですけれども、当然、操作のための電気代や維持管理費用、そういうものは固定堰の

場合はほとんど無いのですが、可動化すると当然出てくるというのは事実でございます。

我々も可動化するに当たりましては、できるだけトータルコストといいましょうか、ラン

ニングコストといいましょうか、維持補修のかからないような、日頃の費用ができるだけ

かからないようなことを今、考えておりますが、どうしても増えることは多分間違いない
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ことだろうと思いますので、そこは今後、利水者さん、あるいは管理者さんとの相談にな

ろうかと思います。 

○【L 委員】  これは利水者の費用になるのですか。それとも河川管理者の費用になる

のですか、今の固定堰を可動堰に変えるその費用とか、維持管理費はどうなるのですか。 

○【G】  設置費ですか。 

○【L 委員】  それは決まっているのですか。河川管理者の費用だったら河川管理者の

計画の中で消化できるのですよね。 

○【G】  改築そのものは河川管理者の方で実施するとしても、あと後々の維持管理費、

そちらの方はどうしても利水者の御負担が出てくる可能性が大きいかと。 

○【A】  ちょっと補足説明させていただきます。 

 【H 委員】の御意見はごもっともだと思います。ここで示している固定堰の問題という

のは、流下能力を向上するため河道断面の阻害しており、改築が必要だということで、改

築方法についてはまだ決まっておりません。 

 それとあと、誰がするかということも決まっておりません。今まで改築してきた堰とし

ては、上右田堰は流下能力が極端に劣っているということで、河川管理者が実施しており

ますけれども、そのもの自体が許可工作物のものでございますので、農業水利、農林の補

助事業であるとか、治水事業をやらないといけないという状況になればそうなりますけれ

ど、現在において実施は誰がするかということはまだ決まっておりません。ただ、整備計

画上は河道断面を阻害して、この堰は改築する必要がありますと。それで今後、実施に当

たっては関係機関と協議させていただきますというところで、農業水利組合に対しては、

維持管理の問題であるとか、そういう将来はこういう維持管理が必要であるとか、そうい

う説明をさせていただくことになろうかと思いますが、協議調整という事項でございます。 

○【F 委員長】  なかなか難しい問題ですけれども、河川計画というところでは、治水

上の弱点をクリアしていくといいますか、そういったことで立場としてはその線でいかざ

るを得ない部分があるかと思います。今後、実際のところはうまく調整していただくよう

にお願いしたいと思います。 

 他にございませんでしょうか。 

 それでは、次の利水のことでお願いします。 

○【G】  それでは、利水に関する事項の御説明に移らせていただきます。 

 さっき説明を忘れていましたけれど、この左の上のところに整備計画（原案）の中で対
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応するページを示させていただいておりますので、前の画面、見にくい場合にはそちらの

原案の方のページを見ていただければ同じ文章が載っております。 

 それでは、利水に関する事項ですけれども、利水に関する現状と課題ということで、佐

波川では利水というのは農業用水の利水が非常に多いということです。このほかにも上水

道、工業用水、発電としても利用されております。利水の現状でございます。こちら右の

表３－２－１ということで、水利権、全部で１９４件あるのですが、その内の１８７件が

農業用水ということです。残り７件は工業用水が３件、上水が２件、発電が１件、その他

が１件というような状況になっている、ということでございます。 

 利水の課題といたしましては、佐波川ダムが昭和３１年、それから島地川ダムが昭和５

６年に建設されたのですが、それ以降も昭和５７年ですとか、平成６年から７年にかけて、

それから平成１９年から平成２０年にかけて、それから平成２２年にかけて、度々渇水が

発生しているという状況でございます。幸いにも佐波川の場合、取水制限はあるのですが、

給水制限まで至った渇水は無かったというような状況でございますけれども、こういった

渇水状況になることが最近でも頻繁に起こっていたというような状況でございます。安定

的な水利用、水の確保に今後も努めていく必要があるということで、利水者間の皆さんと

の利水調整ですとか、あるいは住民の皆さんの意識啓発ですとか、また渇水になりますと、

水が減ってくると河川内の動植物の生息や生育にも影響を与えるということが考えられま

すので、これらの影響を最も小さく抑える必要があるというように考えております。 

 それらの利水の課題に対する目標でございますけれども、利水に対する目標といたしま

しては、流水の正常な機能を維持するために必要な水量、これを定めて、その確保に努め

ますということでございます。新橋地点で、１月から５月はおおむね毎秒１．５トンを確

保します。６月から１２月はおおむね毎秒２．５トンを確保します。これによって水利用

あるいは生物の生息・生育の環境を保全するということを考えております。また渇水が発

生した場合、その影響を最小限に抑えるために、利水者間調整、住民の方への適正な水利

用を呼びかけるというようなことを目標にいたします。 

 では、実際に渇水調整のためには何をするかということになるのですが、今、上流に佐

波川ダム、島地川ダム２ダムがありますけれども、そのダムを統合運用するということで、

ダム間で連携をとりまして、両方のダムで５０％を切ると渇水状況に入っていくのですが、

そういった連携をとりながら、できるだけ５０％になる期間を引き延ばすといいましょう

か、渇水調整を行っていくと。渇水になったときにはこういった連絡調整会議において水
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利用の節水の取り決めを行う。地域の方の意識向上を図るということでございます。 

 利水については以上でございます。 

○【F 委員長】  非常に分かりやすく赤字でポイントを示していただきましてありがと

うございます。何か御質問等ございましたらお願いします。 

○【L 委員】  渇水があるとか、そういうことは事実なのでそのとおりなのですが、相

対的に見ると、例えばお隣の錦川、周南地区というのは非常に渇水があって、工業用水の

取水制限が多いときには８割ぐらい制限されていることがしばしばあったわけです。そう

いうことで見ると、佐波川は制限したって３０％前後ですね。だから、暗黙のうちにここ

は渇水、取水について恵まれているなという意識があるのです。あるのですが、それが実

際だと思うのですけれど、では、ここでそういうことを書きなさいとは言いがたいので、

暗黙のうちにそういう意識があるということを少し発言させていただきたいと思います。

これが周南の錦川の渇水状況のときならば、ここは非常に厳しいと、山口県の中でも非常

に厳しいという表現が書けますけれど、佐波川は甘いとか、恵まれているとか書けないの

で、そこで書いてくださいとは言いませんが、そういう意識があるということは、山口県

全内の河川の渇水状況を見たときにそう感じているということを発言させていただきたい

と思います。 

○【F 委員長】  ありがとうございます。 

○【I 委員】  つまらないことを言いますけれど、２２ページの渇水時の島地川ダム湖

の写真について、通常ダム湖の渇水時点でしたら、堰堤前の写真なら分かるのですけれど、

これはかなり上流部です。だからこれをもって渇水ということが分かるでしょうか。堰堤

前の写真が必ずあるはずですよ。 

○【G】  そうですね。普段の水がどこまであるかこれでは分かりにくいので、ダムの

堰堤が写っていれば、普段の水の線を入れることはできますので、そちらの方が良いかも

しれませんね。分かりました。 

（★原案の 22 ページの写真について差し替えしています。） 

○【F 委員長】  ありがとうございました。 

 他にございませんか。 

○【H 委員】  私はこれを読んで、難しい言葉とか、例えば私が初めてみたのはワンド

とか、そういう言葉を中学生でも読めるぐらいに、後ろに用語集でも入れていただいたら

良いと思います。この佐波川特有のものもあると思います。 
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○【G】  事前に【H 委員】から情報提供をいただいておりました四国の整備局の各河

川でなされております整備計画に添付されております用語集ですね、あれを私も土器川の

用語集を見させていただきました。非常に中身が充実していて、よく分かりやすくできて

いるなというように思います。こういうのがあれば、さぞ一般の方も見るのに助かるなと

いうように思いますけれど、中国地方で用語集みたいなものをつくったというような河川

はあるのでしょうか。局の方は分かりますでしょうか。 

○【M】  用語集としてつくったものは無いのですが、コメントと下の段に書いたもの

についてはあるということです。 

○【G】  用語集をつけることは特に支障はないというか、問題は無いでしょうか。 

○【M】  それは本文ではなく、参考資料ですので、参考資料が厚くなるのは仕方ない

と思います。 

○【H 委員】  本文の後ろに用語集を入れることはどうですか。 

○【M】  参考資料としてですね。あくまでも本文ではないですので、参考資料として

そういうものをつくることはあり得ると思います。 

○【H 委員】  もちろん、原案の中には用語を説明してあるものはあります。難しい用

語も、ちゃんと分かりやすく説明してあります。 

○【F 委員長】  可能のようですので、その方向で検討いただければと思います。 

○【G】  また整備局と相談させていただきます。 

○【F 委員長】  他にございませんか。 

 そうしたら、次の説明をお願いします。 

○【G】  続きまして、環境についての御説明をさせていただきます。 

 河川環境についての現状ということでございます。 

 佐波川につきましては、割と河口から上流について、いろいろな環境が多様化されてい

る、保全されているということが言えるかと思います。特に、川の中では瀬や淵、こうい

ったもの、それから水際の植生などの自然環境、こういったものがたくさん残っています。

動物についても生息・生育の場、あるいは繁殖の場、こういったものが確認されていると

いう状況でございます。この右側の図の方に下流の感潮域や、そのすぐ上流側の防府の市

街地部分の方も下流部と書いていますけれども、防府の市街地部分、それから山陽道とか

ＪＲ、これから上流の島地川の合流点付近までの中流部、上流部について後ろの方で若干

述べさせていただいております。 
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 一番下流の感潮域につきましての現状でございます。こちらの方は佐波川の一番河口付

近で干潮のときになりますと非常に広い干潟が出て、干潟環境があります。その岸沿いに

はヨシ原が広がっていて、そのヨシ原のそばにはハマサジ、ウラギク、こういったような

ものもあり、干潟の方ではハクセンシオマネキのような動物も確認されているということ

でございます。またこの感潮域ではあるのですが、アユの産卵場所も確認されているとい

うような環境が残っております。 

 こちらの方は感潮域の上流端、潮止堰があるのですが、潮止堰から防府の市街地部の総

合堰ぐらいの間までということでございます。こちらの方は河川の形態としましては、河

口に近いところではあるのですけれども、河床の勾配が５００分の１ぐらいということで、

割と河口部としては勾配のきつい河川にはなります。ただ、河川の形態としてはみお筋が

蛇行して、交互砂州が発達して、浮石状のれき河原のようなものも見られるというような

環境があり、堰の上流の方では水鳥の安息場所、生息場所があり、また水際にはミクリの

ような植物もあり、水の中にはスナヤツメだとか、下流の方ですけれどもオヤニラミも確

認されているというような環境、それからこの下流部の特に新橋周辺では、多自然川づく

りということで以前から整備が行われておりまして、ゲンジボタルの幼虫の放流や、蛍に

関するイベントなど、そういった利用が盛んに行われている、ということでございます。 

 総合堰から上流の島地川の合流点付近まで、中流部ということになりますけれども、こ

ちらの方は河川の形態といたしましては、山と山との間を流れる谷合いの平野との中を流

れる河川ということで、瀬と淵が連続している河川だということでございます。中流部の

１５キロ付近になるのですが、こういった佐波川の中では非常に珍しい湿地環境、こうい

ったようなものも残されております。植物、動物といたしましては、ミゾコウジュ、カワ

ヂシャ、それからカヤネズミだとかオオヨシノボリ、このあたりはどこでも見られるよう

な生物ですけれども、このあたりに随分たくさんいる、ということでございます。 

 それから、上流部にいきますと、今度は島地川合流点から国管理区間の上流部、あるい

はダム湖区間ということになりますけれども、こちらの方は山間を流れる渓流河川のよう

な形状で、河川の勾配も２００分の１程度ということで、非常に急流な河川ということで

ございます。こういったところは川の中はれき箇所のような感じになるのですが、アカザ

ですとか、アマゴですとか、鳥ですとカワガラス、こういったような生物が生息している

のが確認されております。 

 一方、多様な自然がある佐波川ではあるのですが、他方、外来種という種も最近たくさ
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ん侵入してまいりまして、ここにはオオキンケイギク、アレチウリ、それから写真はオオ

キンケイギクとアレチウリですけれども、それ以外にもオオカワヂシャだとか、水草のオ

オフサモ、こういった特定外来種に属するような種が佐波川でもあちこち確認されており

ます。特に、オオキンケイギクは堤防に生えていますので、除草のときに非常に問題にな

るということで、こういった対策が、オオキンケイギクの防除対策といいましょうか、そ

れが問題になっている、ということでございます。 

 あと、魚の遡上環境につきましては、佐波川には固定堰が１４堰あります。中でもここ

に赤で示しておりますような堰については、魚道はあっても魚道の下の方で非常に段差が

ついて魚が上れなくなって、上りにくくなっているというような状況になっています。佐

波川にはアユとかウナギとか、海と川を回遊するような魚もおりますので、そういった魚

にとってはこういう堰の魚道はなかなか使いにくい、上りにくいという構造上の問題が出

るということになっております。 

 こちらは水質の現状と課題ですけれども、水質につきましては、佐波川本川、それから

佐波川ダム、島地川ダムについて一応、環境基準が定められております。佐波川本川の佐

野堰から下流の感潮区域、海に近いところ、ここは環境基準類型がＢ類型ということなの

ですが、それ以外、佐波川の上流域ですとかダム区間、佐波川、島地のダム区間について

は、環境基準類型はそれぞれ河川のＡ、湖沼のＡということで定められております。実際

の水質はどうかということなのですけれども、実際の水質はここに新橋とか漆尾、堀、和

田地点のＢＯＤだとか、あるいはこちらには島地川ダムのＣＯＤと、あと重金属、ヒ素に

ついてのグラフを載せておりますけれども、佐波川本川の水質はいずれも環境基準をずっ

と下回ったような状況で経年的に変化しております。非常に良好な水質が保たれていると

いうことが佐波川本川では言えるかと思います。ただ、島地川ダム湖につきましては、ダ

ムの直上流では水質基準の一つであるＣＯＤが湖面の上の方、表面に近いところではＣＯ

Ｄが低いのですけれども、湖底に近いところでは非常にＣＯＤが高い、環境基準としてＣ

ＯＤの値は３ですけれども、それの３倍くらい、９から１０ぐらいあるような、そんなＣ

ＯＤがずっと検出されております。それと、もう一つ重金属類のヒ素、これはダム湖の湖

底の方で高い値で、平成６年頃から高い値で観測されておりましたけれども、これにつき

ましては、平成２２年から重金属対策ということで、高濃度の酸素を湖底の方に送るとい

うような装置を設置いたしまして、それを運転いたしましたところ、それ以降、湖底部分

のヒ素濃度というのは随分下がりまして、今は環境基準を満足しているような状況、それ
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につれまして、ＣＯＤも同じように平成２２年から下がってきて、大体環境基準近くまで

いますから、随分改善されているという状況でございます。 

 あとは河川空間利用についての現状ということでございますけれども、空間利用につき

ましては、佐波川では特に、下流部では緑地公園とか運動公園みたいな河川敷、高水敷の

広いところがございまして、こういったところは非常に利用が盛んに行われています。夏

場にはホタルを鑑賞する場にもなるという場所がございます。 

 それから、佐波川の中流から下流にかけましては、サイクリング道路が整備されており

ますので、こういった道路を利用したサイクリングや散策が行われていると、それと中流

部には小野水辺の楽校というものもありまして、この水辺の学校では近くの小学校の環境

学習の場としても利用されています。 

 また上流のダム区間ですけれども、佐波川ダム、島地川ダム、こういったところの上流

区間にありますキャンプ場みたいなところがあるのですが、そういったところでは、水遊

びだとか、魚つり、キャンプとしての利用が盛んになってきたというような非常に利用が

盛んな部分がある一方、他の場所ではなかなかヨシや草などが繁茂して佐波川の中、水辺

の方に近づけない、あるいは急な護岸が直接川の中に突っ込んでいて、水面に降りられな

いというようなところもございます。こういったところについては、安心して快適に利用

できるような河川空間の整備というものを望まれる声も上がっておりますので、そういっ

たところを創出していく必要があるのではないかと思っております。 

 こちらからは、環境に関する整備の目標についてということでございますけれども、ま

ず、動植物の生息・生育環境についてということなのですが、改修を行うに当たりまして、

当然、川の中を掘削したりするわけですけれども、そのときには多様な河川環境に配慮い

たしまして、例えば、有識者の方の御意見を伺うとか、そういったことを行いながらでき

るだけ今ある環境の維持保全に努めるということを考えたいと思います。 

 それから、水質については、今現在は非常に良好な水質なのですが、今後もこれを維持

するために下水道事業者さんや関連機関との連携、それから調整を図る、また流域の住民

の方との連携を図りながら、良好な水質の維持に努めます、ということです。 

 河川空間につきましては、環境の学習の場として今、整備されているようなところは引

き続き利用の促進を図ること、それから関係の自治体さん、あるいは周辺のまちづくり計

画と連携して、誰でも自由に安心して利用できるような新たな河川空間の創出、形成、維

持に努めるというように考えております。 
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 こちらは、実際の環境整備の実施に関する事項ということになりますけれども、言葉と

しては先ほどと同じようになりますけれども、河川の整備に当たっては動植物の生息・生

育環境の保護、保全、そういったものに努めます、ということです。特に、生物が生息場

所から餌場になっているところ、そういった場所間の移動、こういった移動のネットワー

クを断ち切ることがないように、そういったネットワークに配慮したような整備を進めま

すということです。 

 それから、魚類等については、住みやすい川づくりということで、遡上降下を行うよう

な魚の阻害にならないような魚道の改善、こういったものを行いたいというように思いま

す。 

 それから、水質の保全につきましては、こちらの方は、平常時からこういった佐波川に

水質保全連絡協議会という協議の場があるのですけれども、こういった協議会の中で情報

共有を図り保全に努めるということと、それからもう一つは水質事故というものがあるの

ですけれども、佐波川は決して水質事故は多くはなく、年に１回ぐらいあるかないかとい

うぐらいなのですが、そういった異常発生時には、すぐ連絡協議会の中で連絡体制、それ

から共助体制が確保できるように努めますということでございます。 

 それから島地川ダムの重金属、アオコ対策については、今実際にはアオコ対策装置、重

金属対策装置という装置が動いているのですが、これらを継続して利用することで、アオ

コの発生や重金属の溶出を抑えるということを行います。それからそれら対策装置を運転

するためには非常に電気代が要るのですが、そのコスト縮減のために管理用発電設備とい

うものをこの春から動かしておりますけれども、これらを有効に使ってコスト縮減に努め

ますということです。 

 河川空間の保全と利活用につきましては、こちらは安全、安心に利用できる地域との役

割分担のもとに維持管理を行うということです。特に、下流域の防府地域と上流域の徳地

このあたりについては、周辺地域と一体となって安全、快適な利用ができるような整備を

これから行っていこうというように考えております。 

 環境に関する御説明は以上でございます。 

 ここでまた、欠席されている委員の方の事前の御意見をいただいておりますので、御紹

介させていただきます。 

○【K】  河川管理課の【K】です。 

 引き続き、欠席委員様からの事前にいただきました意見について御説明させていただき
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ます。 

 今回の環境につきまして、【D 委員】より次のとおり意見をいただいております。お手

元の欠席委員の佐波川河川整備計画に対する意見とその対応についてのＡ３用紙と、原案

の５３ページを見ていただきたいと思います。 

 まず、【D 委員】より、魚類等の遡上降下を阻害していると思われる魚道の改善ですが、

今まである生態系に対して影響はないでしょうか、という御意見をいただいております。

それに対して、原文の反映としましては、５３ページの最初の１行目から記述させていた

だいております。「魚類等の中には、上・下流や支川、農業用水路に移動するものがいる

ため、生息・生育・繁殖環境は流域として考える必要があります。魚類等の住みやすい川

づくりを実現するために、魚類等の遡上について当該堰の上下流の状況を調査した上で、

施設管理者等関係者と協議し、必要に応じて魚道の改善を行います」というように、調査

を行うことで対応を行います、ということを記述させていただいております。 

 ただ、実際に魚道を改善することで今までの生態系に影響を与えてしまうのかどうか、

もしこの懇談会で意見がございましたら、意見をいただけないかと思っております。 

 以上報告させていただきます。 

○【F 委員長】  ありがとうございました。 

 何かこの点でコメント等ございましたらお願いします。 

○【J 委員】  少なくとも、魚道が改善されるならマイナスのことは考えにくいのでは

ないかと思うのですけれど。デメリットは考えにくいという気はします。 

○【F 委員長】  ということです。 

○【I 委員】  小さなことを言って申しわけないのですが、２３ページの上の表には上

流部に島地川ダム湖とあるのですが、下の図には島地川ダム湖が記載されていないですよ

ね。２３ページの地図。右側の図、無いでしょう。これを記載された方が良い。島地川と

いう記載はあるのですけれど。 

（★原案の 23 ページの図について、修正しています。） 

 それから、ちょっとこれは言いにくいようなことを言いますけれども、３０ページのヒ

素のグラフなのですけれど、ヒ素の動態を見るために大きく拡大して見た図だと思うので

す。一番下のグラフです。縦軸の数値のとり方によっては、こんなに高いでこぼこではな

いのです。水の中のヒ素の濃度は０．００から０．１０までとってあるでしょう、一番下

のグラフです。これは例えば０．２にしたら山が無理になりますし、０．５にしたら山は
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ぐっと小さくなりますよね。ヒ素を大きく取り上げるのが目的だったらこういうグラフが

良いと思うのですけれど。そうでなかったらこんなセンセーショナルなグラフにすること

はないと思うのですけれど、いかがですか。【L 委員】、どうですか。 

○【F 委員長】  ということですが、いかがでしょうか。 

○【L 委員】  書き方によって違いますね。 

○【G】  同じグラフの大きさに合わせて、ほかのグラフの内容によりまして。 

○【I 委員】  いやいや、縦軸のとり方なのです。 

○【G】  この目盛りの話ですか。そうですね。 

○【I 委員】  だからあんなに大きな山になったわけです。びっくりするような。どれ

だけの値にしなさいという規則は無いけれど、低層のヒ素の濃度ということで考えたらそ

んなに大げさな問題の数値では無かったのですけれどね。 

○【L 委員】  数値は良いけれども、表現の仕方ですね。 

○【I 委員】  文言で書かれるのは構わないのですが、このグラフは引っ掛かります。 

○【F 委員長】  お気持ちは分かるのですけれど、何か余り小さくするとして、基準値

の意味が見えなくなるところもあるのですが。 

○【I 委員】  それは、上の方の例えば、ＣＯＤとかＢＯＤとかのとり方と同じような

ことですよね、これは。 

○【J 委員】  縦軸を対数軸にしたらもっと目立たなくはなりますけれど。 

○【L 委員】  縮めると基準値もぐっと下がるのですね。 

○【J 委員】  軸をそのまま縮めたら、基準値が分からなくなってしまいます。 

○【L 委員】  仕方がないか。 

○【I 委員】  良いのですが、そういうことに非常に興味のある人がこのグラフを見た

らびっくりするでしょう。しかも、島地川ダムのヒ素の実態は本当に低層だけであって、

中層にも表層にも全く出てこないから、河川に影響は無いということだったのです。だか

ら書かれることは良いのですが、何か余りにもセンセーショナルな表現にならないように

してほしいです。 

○【F 委員長】  ちょっといいですか。このデータは例えば、深さどれぐらいとかいう

のは分かります。例えば、もう少し、一番底ではなくてもう少し上まで測って、その平均

ぐらいを出すと余りそういった御懸念は無いような気もするのですが。 

○【I 委員】  環境白書等は昔から三層平均という捉え方がありまして。 
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○【F 委員長】  三層平均ですか。 

○【I 委員】  それで昔には、これは表に出てこなかったわけだね、それは表層、中層、

低層というふうになったのでこうなったと。県の河川の重金属のデータでは出てこなかっ

たのです、三層平均ですから。底層だけですよ。国交省さんが正直に三層で報告されたか

ら、県の方が取り上げた。 

○【L 委員】  環境基準が厳しくなったのですよね。前は０．０５だったのが０．０１

になったら目立ってきたのですね。 

○【I 委員】  しかもこれは地質に由来するものなのですよ。汚染ではないのです。 

○【L 委員】  だから、先ほど【F 委員長】がおっしゃったように、余り下げると基準

値も下がりますね。基準値よりも多いことは確かだけれども、だから文章の中で底はある

けれども、下流には上層の水を流しているから、低層の影響はありませんと、そういう文

章で。 

○【I 委員】  河川水にヒ素が出たことはないのですか、島地川で。 

○【L 委員】  無いです。 

○【F 委員長】  それで、あと利水もしていますよね。だからその利水に影響がないの

ですか。 

○【I 委員】  利水は河川でとっていますから。直接ダムから利水していないです。 

○【F 委員長】  周南かどこかに流していないですか。 

○【I 委員】  下流側の河川で。 

○【F 委員長】  そうですか、失礼しました。 

○【L 委員】  非常に濃度が高いから、流していないというか流せないというか。 

○【F 委員長】  坊主ダムだから問題無いというところもあるわけですね。 

○【L 委員】  利水上は影響は無いと。 

○【I 委員】  ここまで書かれるのは良いけれど、この一番下のグラフは削除しても良

いのでは。 

○【L 委員】  いろいろ意見が分かれますね。 

○【H 委員】  そこはもう専門家の方ですから、皆さん、読んだ人が心配しないような

書き方を御存じと思いますから、一々言わなくても、ちゃんと読んだ人が心配しないよう

な書き方にしてもらったら良いと思います。要するに汚染ではないということです。 

○【I 委員】  それは将来とも起きないと思いますけれど。そういう濃度ではないし。 
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○【H 委員】  地質に由来するものということですか、そういうことだったら地質に由

来するもの、それから汚染ではないとか、そういうようなことを書いたらそれほど心配し

ないのではないですか。 

○【F 委員長】  やっぱりこれはあくまで資料であって、その資料が心配要らないとい

うことを本文の中できちっとストーリーで書けば問題ない。 

○【I 委員】  どうぞ、局の判断で。 

○【F 委員長】  まだ紙面に余裕があるようです。ありがとうございました。 

（★原案の 28 ページに重金属についての文章を記載し、30 ページの図について、修正し

ています。） 

 他にないでしょうか。 

 そうしたら、ちょっと私、場所はどこだったかは忘れましたが、草の除草の話がありま

したね。除草の時期や除草の仕方のところで。 

○【G】  外来種の発生の２７ページですか。 

○【F 委員長】  私、非常に立ち入った話なのですが、例えば、好ましくない植物を絶

とうとすれば、種ができる前にカットしてしまう。そういったこともあるかなと思ってい

ます。ちょっとそこら辺を感じましたので、文章にどう書くかちょっと置いておいて、そ

ういったことを考えていただいたらと思います。 

○【G】  実際、オオキンケイギクについては、花がつかない時期はなかなか見分けが

つかないというところがあるのです。花がついているときに、除草の前になるのですけれ

ども、オオキンケイギクだけを手抜きのような状況で、特別な許可を受けた人が、業者さ

んが事前に撤去して処分して、除草の機械の中に巻き込まれて飛散するのを防止するとい

うような対応は今、行っております。 

○【F 委員長】  ありがとうございました。素人が発言しましたけれど。話題提供にな

ったかと思います。ありがとうございました。 

 他に何かないでしょうか。 

 それじゃあ、続けてお願いします。 

○【G】  では続きまして、最後に維持管理に関する事項ということで御説明させてい

ただきます。 

 まず、維持管理に関する現状でございますけれども、河道の管理ということでございま

す。３３ページになります。河道の管理の中では、樹木管理と土砂管理、これが維持管理
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の中で大きな課題になろうかと思います。樹木については、先ほどもちょっと御説明させ

ていただきましたけれども、樹木が繁茂いたしますと、洪水時の流れの阻害になることや、

流木になって下流の施設などに影響を及ぼすことなどそういったものに悪い影響が出てき

ますので、これらについては生物の生息環境に配慮しつつ、計画的な伐採を行う必要があ

るだろうということです。それから土砂の管理につきましても、当然、州が堆積いたしま

すと、それによって洪水の流れが悪くなるということでございます。あるいは、固定堰の

下流では逆に深堀れ等が発生して、護岸の足元を洗うというような河川管理施設に影響も

考えられますので、深堀れや土砂堆積、こういったことが顕著に起こらないように定期的

に巡視や縦横断測量を行って、くまなくモニタリングをして、必要に応じて対策を行って

いくことが大切になるというように思います。 

 それからあと、河川管理施設につきましては、堤防管理ということが一つあります。堤

防につきましては、日々の巡視とか定期的な堤防点検というようなものを今、行っており

ます。これらについては今後も見直し点検を行って、継続的な監視を行うことで損傷箇所

の早期発見、早期補修というようなものを行う必要がございます。 

 それからあと、堤防以外の河川管理施設、護岸とか根固め、樋門、ダムも含めたそうい

った施設ですけれども、これらについては、機能を十分発揮できるように、平常時からの

目視点検や、あるいはゲートなど、機械設備または電気設備についても点検を行っており

ます。それと補修が必要な場合は補修も行うということですけれども、河川管理施設の中

には６０年以上経過した古いものもありますので、それらについては、今後、長寿命化の

検討や、更新のコストの平準化など、こういったようなことを図る必要があるということ

でございます。 

 こういった樋門等につきましては操作員の方がおられます。操作員の方というのは、

我々から市の方に委託して、市からまた地元の方に委託されているのですが、そういった

方が非常に最近高齢化して、あるいは操作員のなり手がいない、人手不足ということが非

常に問題になっております。こういったことに対応するために今後、自動化や、遠隔化、

あるいは操作員さんの方の的確な操作のための研修、指導、助言、こういったものを行っ

ていく必要があるのかなと思います。 

 それから、河川の空間管理の現状ということでございますけれども、非常に河川空間は

オープンスペースとして利用が盛んなところもあるのですが、一方、樹林化したり砂州が

堆積するとなかなか水面が見えなくなったり、安全に川に近づけなくなったりというよう
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な場所もあります。そういったところについては、今後、地域の方と連携して、安全、安

心な河川空間利用の保全を図っていく必要があるのかなというように思います。 

 ごみ対策についても同じでございます。不法投棄、依然として発生しているという状況

がございます。 

 それから、危機管理についてですけれども、危機管理というのは洪水とか高潮、これか

ら地震、津波も出てくるのですけれども、こういった危機管理として、洪水、高潮等が発

生したときに、できるだけ被害を軽減するための体制づくり、それから資機材の確保、事

前の災害対策訓練、それから広報活動、こういったものを実施していく必要があると思い

ます。 

 それらの課題に対する今度は維持管理の目標でございます。維持管理の目標、全体とい

たしましては、施設のライフサイクルコスト低減や、事前予防保全ということで、傷口が

小さいうちに手当するということで、戦略的な維持管理を推進いたします。本来の機能が

それぞれ発揮できるように、効果的、効率的な維持管理を行っていく、ということです。 

 それからあと、土砂の管理の観点からいきますと、総合土砂管理ということで、流域の

上流から流れてくる土砂、それがどういった状況で下流に堆積、あるいはそのまま流れて

いくかというようなものを調査、研究を今後行って、安定した河道の維持に努めます、と

いうことです。 

 それから、地域の皆さんと連携、協力して、河川の管理の推進を図る、住民参加型の河

川管理の構築に努めますということでございます。 

 こちらの方は、維持管理の目的、種類、施工の場所についてということでございますけ

れども、佐波川では維持管理計画というものを定めて、その計画に基づいて巡視なり補修

なりを行って、それからそういった巡視なり補修なりについての妥当性を検証して、さら

にまたそれを計画に反映していくという、サイクル型の維持管理というようなものを今、

実施しておりますけれども、さらにそういったサイクル型の維持管理の中に新技術を取り

入れる等を行い、コスト縮減に努めていく必要があるだろうなというように思います。 

 こちらでは、維持管理の重点事項ということで、実際に実施するに当たっての重点項目

というものを５つほど定めております。 

 まず１点目でございますけれども、堰改築に伴う河床変動の把握ということで、既に改

築された上右田堰があるのですが、これについてはその前後の河床変動状況だとか、河床

材料の変化、状況、こういったものを把握して、必要に応じて河床の変動が大きい場合に
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は対策を講じることになります。それから、こういった変動状況を調査して得られた知見

は、今後、改築予定している固定堰の検討資料に役立てるというようなことがございます。 

 それから２点目といたしましては、砂州の上昇対策ということで、河川内に土砂がどう

いったところにたまっていくかというようなことを出水後のモニタリング等で、これによ

って堆積土砂、あるいは河床の材料の変化を把握するということで、必要に応じて土砂が

たまったところについては撤去を行います。また、砂州の固定化、堆積してそれがどんど

ん発達していかないように、またあるいはそこに樹木等が繁茂しないような河道の形状、

掘削の形状といいましょうか、そういったものの検討を行っていきます、ということです。 

 それから、樹木対策という部分で、こちらについては、樹木の繁茂状況、常に樹木の繁

茂状況は変化するわけですけれども、それの随時把握を行いまして、管理上、支障となっ

てくるような樹林帯が出てくればそれを適宜計画的に伐採していきます、ということです。

これはポンチ絵で伐採前のこういった樹林帯を伐採することで川の水位を下げることがで

きますという絵を描いております。 

 それから、動植物の生息・生育環境の保全ということで、こちらについては、定期的に

動植物について定期観察、具体的には水辺の国勢調査ということで、こういった調査の中

で魚類等の底生動物、あるいは植物、鳥類、昆虫だとか哺乳類、こういったものを５年に

１回、あるいは１０年に１回、定期的に観察しているのですが、それによって河川の中の

生物の状況を把握して、適切に維持、保全に努めます、ということでございます。 

 また、下流部の方では、蛍のイベントや、ゲンジボタルの放流等、市民の皆さんの積極

的な保全活動が行われておりますので、こういうところにつきましては、住民の皆さん、

あるいは関係機関と連携した河川のそういった環境の維持、保全に努めます、ということ

でございます。 

 それから、あと河川管理施設、許可工作物の老朽化対策でございますけれども、こちら

につきましても定期的な点検を実施して、計画的に補修を行うということを書かせていた

だきます。 

 それからあと、許可工作物については、直接的には我々の方で補修ということはできな

いのですが、施設管理者さんと共に合同巡視を行う、あるいは適切な補修を行ってくださ

いねというような指導、助言をさせていただく、ということでございます。 

 それから、こちら維持管理のその他の項目ということでございますけれども、河川の状

態を把握するためには、水文データの収集、雨だとか水位だと流量だとか、そういったよ
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うなデータの収集もありますし、こういったものは今までやっておりますけれども、今後

とも継続的に観測を行って、今後の河川の維持管理に役立てるということ、それから水質

についても同じでございます。今後、継続観測を行うことで生物の生息環境の保全、そう

いったものに役立てる、ということでございます。 

 それから、測量、航空写真等ということで、こちらについても、出水後、あるいは１０

年に１回とか定期的な縦横断測量、あるいは平面測量、航空写真の撮影を行うことで、地

形の変遷ですとか、あるいは上空から見たところの州の状態、樹林帯の状態、そういうも

のを把握していく、ということでございます。 

 それから、河床材料については、これもこういった測量に合わせて調査をすることで、

出水後に河床材料がどういう変化をしたかというようなものを把握して、今後の維持管理

に役立てる、ということでございます。 

 あと、こちらの方は、河道内樹木調査ということで、樹木についても定期的に計画的に

伐採していく必要があるのですが、そのためには定期的に河道内の樹木調査を行ってどう

いったところに樹林帯ができているか、あるいは一度伐採したところがまた再繁茂、どれ

くらいの頻度で再繁茂しているかというようなものを把握する必要があります、というこ

とでございます。 

 それから、あとこちらは河川管理施設の状態把握ということで、堤防の状態を把握する

ためには除草を行う必要があるということなのですが、これは定期的に行っておりますけ

れども、そういった定期的に行って、発生した除草の枯れ草、こういったようなものは一

般の方に配布することでコストの縮減を図る。あるいはその住民の方と協議して有効利用

を考えるというようなこともあります。 

 それから特定外来種については、法律に従って適切に処理を行う、事前に除草の前にと

るというようなことで飛散防止に注意をする、ということでございます。 

 それから、河川巡視についても今、従来からずっと堤防巡視は毎日行っているわけです

けれども、これも計画的に河川巡視を行って、異常の把握を行うというのが目的なのです

が、これも今後、継続的に行って状態把握に努める、ということでございます。 

 それからあと、堤防点検や、施設点検になりますけれども、こういったようなことも出

水期前、春先、それから台風期、７月後半から８月初めにかけて、それから出水後の点検

を、職員が堤防を、現地を歩いて目視点検、あるいは計測機器等で測ってクラックの状況

を調べるというようなことを今、行っています。こういうようなことを行うことで、状態
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把握、河川の基礎データをつくる、蓄積していくというような対応を行っております。 

 また、地震については、震度４以上の地震が発生した場合には点検を行って、損傷箇所

が発生した場合には必要な対応をとる、ということでございます。 

 それと、安全利用点検というものがありまして、これはもうすぐ夏休みになりますけれ

ども、ゴールデンウイークとか夏休み前に、利用施設があるようなところに限定してです

けれども、安全利用点検ということを実施しております。 

 それからあと、機械設備の点検ということで、これについても適切に、的確に動くよう

に動作確認、それから偶発的な故障事項、そういったことがあれば適切な対応をとるとい

うことを考えています。 

 それから、許可工作物については、管理者さんが別におられますので、出水期前に合同

点検なり、合同巡視されるような指導をさせていただくということで、施設管理者の方に

適切に管理してくださるようお願いしている、ということでございます。 

 それから、こちらの方は河道の維持管理に関してですけれども、右の方に土砂堆積、こ

ういった部分については適切に掘削を行いますということで、改修による掘削ということ

と維持掘削ということと、掘削にも２種類あるのですが、改修によって一度掘削してもま

た徐々に土がたまってきたりしますので、そういったものについては先ほど横断測量等を

行った中で、状態を把握して必要な掘削を行います、ということでございます。 

 あと、河岸の維持管理ということで、護岸や根固め等があるところについては、日頃か

ら巡視や点検を行っておりますので、そういった中で異常個所が見つかったら適切な補修

を行います、ということでございます。 

 堤防の維持管理ということで、これも先ほどとほぼ同じような内容になるのですが、堤

防については、そういった異常を発見した場合には河川カルテという異常箇所をとりまと

めた資料に記載して、データベース化をしていくということで、今後の維持補修に役立て

るというような対策を行っております。 

 護岸、樋門等の維持管理についても、先ほどと同じになりますけれども、必要な補修を

行う、ということでございます。 

 健全度調査というようなものも今、行っておりまして、今後、こういった施設について

も健全度評価を行って、優先度の高いものから順次、整備、補修を行っていくというよう

なことも考えております。 

 ダムの維持管理については、当然、日常的な点検とか、計測、補修は行っているのです
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が、今後もそういった計測や点検を行って良好な状態を保つように維持管理を行いますと

いうことでございます。 

 こちら、河川管理施設の操作ということですけれども、先ほど操作員が高齢化している

ことや人手不足になるという問題が発生していると御説明をさせていただきました。佐波

川には全部で２０の樋門がございます。これらそれぞれには、２０のうち１９の樋門には

操作員という方がついております。そういった操作員さんに対して、適切な操作が行われ

るように技術的な助言、指導を行うとともに、バックアップ体制としてゲートの遠隔化や

自動化、これを推進して操作員さんの負担をできるだけ軽減しようというようなことを考

えております。 

 あと、河川空間の管理につきましては、利用状況の把握、当然、利用実態調査や、川の

通信簿、こういったようなものを定期的に行って把握するということ、それから、河川区

域等の維持管理ということで、この右図にありますように、河川区域というのは堤防の道

側の法尻から川の中全部、このあたりが河川区域になります。佐波川の場合は、堤防から

外れたところも保全区域というのが約二十メートル幅で設定されております。こういった

ところについては、この法尻の河川区域を明確化することで維持管理を行っていきましょ

う、ということでございます。 

 あと、不法行為への対策ということで、ごみの不法投棄、あるいは河川内での耕作、畑

をつくるとか不法耕作、不法占用、そういったものがあるのですが、そういった不法行為

については発見した場合は当然、指導も行いますけれども、そういった不法投棄がされな

いように、テレビカメラ、ＣＣＴＶや河川巡視などによる監視を行う、あるいは現地に看

板を設置したり、こういったゴミマップをつくって啓発活動を行ったりしています。 

 あと、危機管理については、水防活動への対応と書いていますけれども、今現在は水防

資機材の備蓄、こういったものもありますし、定期的な水防団との合同巡視、あるいは水

防訓練も実施しております。水防については、自治体の方で水防計画というものをつくら

れるのですが、それに対して我々も協力していくということでございます。我々としては

水防連絡会というものを開いて情報の共有を図る、あるいは洪水時には水防警報や、洪水

予報というものを発表するようになるのですが、そういうものを適切に把握していくこと

で危機管理対応をさせていただくということです。こういったポンプ車、ここに写真があ

りますけれど、ポンプ車と照明車というのもありますので、こういったものも必要に応じ

て派遣、支援を行っていく、ということでございます。 
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 こちらは危機管理の中でもソフト対応になりますけれども、ハザードマップ等の作成支

援ということですけれども、ハザードマップというのは市町さんの方でつくられるものに

なるのですが、それの元データの提供ですとか、ハザードマップを使った防災訓練などを

行われるときに必要な協力をさせていただく、ということでございます。 

 それからあと、下の方に水質事故対応というものがありますけれども、こちらの方は水

質保全連絡協議会というものが佐波川にあります。その協議会の中で情報の共有化を図る

とともに、ここの写真にありますように、実際の対応訓練、こういったようなことも今、

年に１回行っておりますので、こういった対応訓練、情報共有、それからあと水質事故対

応資機材の備蓄、こういったようなことも実施しております。 

 あと、こちらの渇水対応ということで、渇水については、ここにあります調整会議の中

において水利用に関して情報を共有化するとともに、節水の取り組みを各利水者さんで行

っていただく、あるいは住民の方に対して節水の呼びかけをするということ、これは従来

からやっていることを今後もやっていきます、ということです。 

 それから、災害対応については、こちらも実際、災害が起こったときに、防災エキスパ

ートというような方もおられるので、そういった方の協力を得ながら、速やかに復旧を行

いますということです。 

 それから、地域連携、水難事故の防止の取り組み、ホームページによる情報発信、川に

学ぶ社会を目指してということで、こちらについては情報発信ということで、ラジオによ

る緊急情報の発信や、パンフレット、チラシをコンビニや学校、市民団体に配布させてい

ただく、あるいは出前講座でこういった情報発信をさせていただく、というようなことを

させていただいております。 

 以上でございます。 

○【F 委員長】  ありがとうございました。 

 何か御質問等ございませんか。 

○【J 委員】  ３点、まず、１点目、５５ページの図で、サイクルは分かるのですが、

Ｐ、Ｄ、Ｃ、Ａと書いてあって、それの内容がほとんど本文に無いので、きちっと位置づ

けていただければそれはそれでありがたいです。もし位置づけが難しいのであれば、むし

ろ、これは絵を見ただけでサイクルが分かりますので、わざわざＰ、Ｄ、Ｃ、Ａを入れな

くても良いのかなと思ったりしました。 

 それから２点目、佐波川水域の特徴を踏まえた維持管理の重点事項ですけれども、カワ
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ウ対策に対する言及がというお話は先ほどしたとおりです。 

 それから３点目、５９ページの河川巡視、あるいはその後の話にもかかわるかもしれま

せんけれど、日常的に河川を利用している人、例えば漁業組合員や釣り人とか、そういう

人からの情報を得る、あるいは情報交換みたいな言及もあったら良いかなと思ったのです

けれど、この３点です。 

○【F 委員長】  どうでしょうか。 

○【G】  最後の３点目について確認させて下さい。河川の状態についての把握のため

の情報交換の場というイメージでしょうか。 

○【J 委員】  特に漁業組合員は日常的に川を見ているので、内水面の漁業の方からい

くと、漁業組合が無くなる、潰れると河川は物すごく荒れるのです。だから、そういう人

達は本当に日常に川を利用している人達なので、環境を含めて巡視も重要ながら、そうい

う人から情報を得るというか、情報交換するというのも重要ではないかなと日頃思ってい

ますので、もしそういう言及があればと思った次第です。 

○【G】  我々、河川の状態把握としては、ここには書いていなかったのですけれど、

河川サポーターという方も委嘱しておりまして、今年は８名ぐらいだと思いますけれど、

そういった方に普段散歩で佐波川を見られて、何か気がついたらいつでも情報をください

というような対応をしておりますけれど、漁協の方については、定期的な意見交換だとか

そういった場は今のところ考えておりませんでしたので、何か情報が得られるような言及

をするということでしょうか。 

○【J 委員】  私としては連携してやっていただければという気はするのです。実際、

日頃川に入りますので。散歩で外から見ているだけではないので。 

○【F 委員長】  そうですね、サポーターの中にそういった人を入れるという形で十分

だと思います。特に、漁協に云々じゃなくて、たまたまその人が漁協だったという形でも

良いと思うのです。 

○【J 委員】  サポーターを組織する上で、そういうことを配慮していただければそれ

でも良いと思いますけれど。 

○【F 委員長】  それとか、樋門等を管理する人、こういった人はきちんと一番切実な

問題として考えていますので、何かそういった方を取り入れるというのは大事なことだと

思います。 

○【G】  分かりました。 
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（★原案の 59 ページに河川サポーター等について記載しています。） 

○【F 委員長】  その他の質問は。 

○【J 委員】  ５５ページの図ですね。Ｐ、Ｄ、Ｃ、Ａ、これはＰＬＡＮ、ＤＯ、ＣＨ

ＥＣＫ、ＡＣＴＩＯＮだと思うのですけれど。 

○【G】  そうですね。Ｐ、Ｄ、Ｃ、Ａはそういうことです。その言葉の解説みたいな

ものがあった方が良いということでしょうか。 

○【J 委員】  そうですね。図でこれがＰＬＡＮだという、これがＤＯだという位置づ

けが分かれば良いのですけれど、何か分かりにくいなという気がしました。 

○【G】  そうですね。説明書きをつけ加えるか外すかについては、またこちらで決め

させていただきたいと思います。 

○【F 委員長】  何か図を説明するような表現にすれば良いのでしょうね。 

○【J 委員】  そうですね。位置づけができれば良いのです。ＰはＰ、ＤはＤ、ＣはＣ、

ＡはＡと。 

（★原案の 55 ページの図について、修正しています。） 

○【F 委員長】  それからもう一つは。 

○【J 委員】  先ほど申し上げたカワウ対策、これも河川漁業上にかかわることですけ

れど。それはどこか少し配慮するだけでと思いますけれど。 

○【F 委員長】  御検討いただいたらと思います。 

 他にございませんか。 

 私の不手際でちょっと時間がおしてまいりました。ご意見が御座いませんようですので、 

 それでは、最後に佐波川水系河川整備計画（原案）に対する意見募集について、事務局

より説明をお願いします。 

○【G】  それでは、資料４の意見募集の内容についてということで御説明させていた

だきます。 

 この原案について、一般の方の意見を募集する方法として、今、我々の方は、新聞折り

込みによるアンケート調査、それからあと、ホームページ掲載と対話方式の住民説明会と

いうようなことを考えております。 

 まず、新聞折り込みによるアンケート調査でございますけれども、こちらの方につきま

しては、これは佐波川の流域図ですけれども、この薄い黄色で塗ってある範囲、大体佐波

川の沿川のこういった範囲について、皆様のお手元にあろうかと思いますけれども、Ａ３
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の横のペーパー、資料４の２枚目になりますけれども、２ページ目、３ページ目になるの

ですが、それが新聞の折り込みにしようと思っているチラシでございます。実際に折り込

むときにはもう一回りぐらい大きくなると思いますけれども、それをこの範囲の中で、大

体４万４，０００部ぐらいを新聞の折り込みで配布させていただきたいなと。時期として

は今月の下旬ぐらいを考えております。このアンケート折り込みで約一カ月間、意見聴取

の期間をおきたいと思っております。 

 あと、新聞折り込み以外には、その折り込みの表、１ページ目の方に意見をお聴かせく

ださいというところの左側に整備計画（原案）については下記で配布していますというこ

とを書いておりますけれども、新聞折り込み以外に国交省の事務所、出張所、それから県

庁の河川課、それから防府土木事務所、山口市の市役所、徳地支所、それから防府市役所、

こういったところに窓口になっていただいて、原案と今、見ていただいているチラシをセ

ットで置かせていただいて、必要な方にはお持ち帰りいただいて見ていただくというよう

なことも考えております。 

 あと、ホームページの方にも同じものを載せる予定にしておりまして、ホームページを

見て必要な方はダウンロードして見ていただくということも考えております。 

 ごらんのチラシの右下の方に返信用のはがきもついておりますので、必要であればこの

はがきを切り取っていただいて、裏面に意見を記入していただいて送り返していただくと

いうことを考えております。 

 この裏面には治水と利水と環境、維持管理についてのエッセンス的なことを書いており

ます。具体的には原案をごらんくださいということになるかと思いますけれども、こうい

ったことを考えておりますので御意見くださいということで出したいと思います。 

 それからあと、対話型の住民説明会、まだ日時を決めておりませんけれども、防府会場

と徳地会場、一会場ずつで実施を考えております。そこでもまた意見を募集したいという

ように考えているところでございます。 

 意見聴取については以上でございます。 

○【F 委員長】  ありがとうございました。 

 これについて、佐波川水系河川整備計画（原案）に対する意見募集についての説明でし

たけれども、何か委員の先生の方でお気づきになった点がありましたら、御意見をいただ

きたいと思います。いかがでしょうか。この資料４について委員の皆さんの了解をいただ

きましたら、地域住民の皆さんにお送りして意見をいただくことになっています。 
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○【G】  済みません。欠席委員からの意見がありますので、それを御紹介させていた

だきます。 

○【K】  河川管理課の【K】です。 

 欠席委員からこの意見募集と説明会の案内について一つ意見が出ておりますので、その

対応について御説明させていただきます。 

 【E 委員】より、このアンケートに関して、大規模地震対策や津波対策について書かれ

ていませんという意見をいただいております。ただし今回、佐波川水系河川整備計画（原

案）においては、耐震対策、津波対策について原案の４３ページのところに、今後、調査

検討を行い、緊急的な対策が必要と判断された場合には速やかに対処すると記述しており

ます。ただ、現時点では具体的な整備区間、箇所が定まっていないために、不確定なこと

をアンケート用紙に記述すると誤解を招くおそれがありますので、今回、このアンケート

には大規模地震対策と津波対策についての記述を控えさせていただきたいと思っておりま

す。 

 以上、報告させていただきます。 

○【F 委員長】  ありがとうございました。 

 何か御意見ありませんでしょうか。 

 ございませんようですので、それでは私の方から、最後の３ページのところで、治水と

いう言葉が、土木関係者は分かるのですけれども、治水の意味として、一般の人に分かり

やすいような説明が欲しいような気がします。 

○【G】  そうですね。例えば、洪水対応だとか、そういったような言葉。 

○【F 委員長】  要するに、やっぱり生命の安全とか、これに直接関係するとそういっ

た、水災害の防止、軽減に関することですとか、何かそういったことがあると随分違うよ

うな気がするのです。 

○【G】  一般の方が分かりやすいように表現を追加させて頂きたいと考えています。 

○【F 委員長】  それをやることによって土木に対する認識といいますか、そういった

ことも生まれると思います。 

 他にご意見がございませんようですので、この辺で議事を終了したいと思います。各委

員の先生方、本日はいろいろありがとうございました。多くの御意見をいただくことがで

きたと思います。本日いただいた御意見につきましては、事務局の方で整理をお願いしま

すとともに、本日の議事録について取りまとめていただき、各委員の皆様方へ確認をお願
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いします。 

 佐波川水系整備計画（原案）につきましては本日、各委員の先生方からいただきました

意見を踏まえて、修正したものを私が確認させていただきたいと思いますが、よろしゅう

ございましょうか。 

 ありがとうございます。 

 そろそろ時間が迫ってまいりました。本日の議事は以上としたいと思います。 

 事務局の方から、何かお願いします。 

○【A】  【F 委員長】、議事の進行ありがとうございました。委員の皆様におかれま

しては、貴重な御意見をありがとうございました。 

 本日の意見を踏まえまして、佐波川水系河川整備計画（原案）を委員長のもと修正を行

った後、原案の公表を行ってまいりたいと思います。 

 それでは、閉会に当たりまして、山口河川国道事務所長、【C】より御挨拶を申し上げ

ます。 

○【C】  ４月１日付にて山口河川国道事務所所長で参りました【C】と申します。前任

者の【N】に引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、佐波川水系河川整備計画（原案）につきまして、御意見、御審議いただきまし

て、まことにありがとうございます。 

 貴重な御意見、御提案等につきましては、早急に原案の修正を行いまして、委員長に確

認させていただき、続く手続として公表、その後、地域住民の皆様への意見募集と説明会

を開催してまいりたいと考えております。 

 今後、地域住民の皆様の御意見を聞き、洪水や地震などに対する治水や防災面、渇水に

対する利水面、あるいは生物の生息や水質保全などの環境面、あるいは空間利用の面につ

きましても、周辺の防府市が行っておりますまちづくりと一体となった河川整備を考える

などして、佐波川がより良い河川となるように、また地域の住民の方に親しまれる河川と

なるように努めてまいりたいと思っておりますので、委員の皆様方には今後とも御指導、

御助言をいただきますようお願い申し上げます。 

 本日は誠にありがとうございました。 

４．閉会 

○【A】  ありがとうございました。本日の委員会の資料並びに議事内容については、

後日、ホームページでアップすることを考えております。 
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 あと、次回の委員会でございますけれど、住民の意見聴取取りまとめを行い、第６回を

１０月ごろ予定しております。詳細の日程については、後日、事務局の方で調整させてい

ただきます。 

 それでは、以上をもちまして、第５回佐波川の未来を考える学識懇談会を閉会させてい

ただきます。 

 どうもありがとうございました。 

―了― 


